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議事日程第１号（令和５年第１回海老名市議会定例会第１日） 

 

令和５年２月２４日（金）午前９時３０分開議 

 

日程第１  議案第２号  海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関

する条例の一部改正について 

日程第２  議案第３号  海老名市職員の定数条例の一部改正について 

日程第３  議案第４号  海老名市立えびな市民活動センター設置条例等の一部改

正について 

日程第４  議案第５号  海老名市国民健康保険条例の一部改正について 

日程第５  議案第６号  海老名市子ども医療費助成に関する条例の一部改正につ

いて 

日程第６  議案第７号  海老名市保育所設置条例及び海老名市特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の保育料を定める条例の一部

改正について 

日程第７  議案第８号  海老名市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例及び海老名市家庭的保育

事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

改正について 

日程第８  議案第９号  海老名市学童保育事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正について 

日程第９  議案第１０号 物品の取得について（海老名市中学校給食消耗品及び備

品） 

日程第１０ 議案第１１号 市道の路線認定について（市道２７６７号線ほか１路線 

） 

日程第１１ 議案第１２号 海老名市教育委員会委員の任命につき同意を求めること

について 



日程第１２ 議案第１３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第１３ 議案第１４号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第１４ 議案第１５号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第１５ 議案第１６号 令和４年度海老名市一般会計補正予算（第１４号） 

日程第１６ 議案第１７号 令和５年度海老名市一般会計予算 

日程第１７ 議案第１８号 令和５年度海老名市国民健康保険事業特別会計予算 

日程第１８ 議案第１９号 令和５年度海老名市介護保険事業特別会計予算 

日程第１９ 議案第２０号 令和５年度海老名市後期高齢者医療事業特別会計予算 

日程第２０ 議案第２１号 令和５年度海老名市公共用地先行取得事業特別会計予算 

日程第２１ 議案第２２号 令和５年度海老名市公共下水道事業会計予算 



 



議案第２号 

 

海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正について 

 

海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和５年２月２４日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

非常勤特別職のうち特に高度の知識を有する職における日額報酬の見直しを行うた

め 
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海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例 

 

 海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例

第４０号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第２公務災害補償等認定委員会委員、公務災害補償等審査会委員、情報公開審

査会委員、個人情報保護審査会委員、行政不服審査会委員（専門委員を含む。）及び

にぎわい振興審議会委員の項中「８，７００」を「８，７００。ただし、特に高度の

知識を有する職にある者については、６，０００を加算する。」に改め、同表都市計

画審議会委員（臨時委員を含む。）の項中「大学教授若しくは准教授又はこれに類す

る」を「特に高度の知識を有する」に改め、同表住宅政策審議会委員の項中「８，７ 

００」を「８，７００。ただし、特に高度の知識を有する職にある者については、６， 

０００を加算する。」に改め、同表景観審議会委員の項中「大学教授若しくは准教授

又はこれに類する」を「特に高度の知識を有する」に改め、同表空き家等対策審議会 

委員、防災会議委員（専門委員を含む。）、国民保護協議会委員（専門委員を含む。 

）、地震災害警戒本部員、いじめ対策調査会委員、いじめ対策再調査会委員、スポー

ツ振興審議会委員、国民健康保険運営協議会委員及び介護保険運営協議会委員の項中

「８，７００」を「８，７００。ただし、特に高度の知識を有する職にある者につい

ては、６，０００を加算する。」に改め、同表備考を次のように改める。 

備考 

１ この表中「特に高度の知識を有する職」とは、医師（歯科医師を含む。）、 

弁護士、大学教授又は准教授、司法書士及び建築士をいう。ただし、その職で 

あることを要件として委員となっている場合に限る。 

  ２ 住宅政策審議会委員においては、特に高度の知識を有する職にマンション管

理士及び行政書士を含むものとする。 

 ３ この表中「水火災出動」とは、水火災の防御及び鎮圧、生命、身体及び財産
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の救護並びに災害時等における避難住民の誘導のために従事する職務をいう。 

 

附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第３号 

 

   海老名市職員の定数条例の一部改正について 

 

 海老名市職員の定数条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和５年２月２４日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 人口の増加や社会情勢の変化等に対応し、消防力の強化等を図るとともに、休職、

育児休業等の実態を踏まえ、職員の定数を増やしたいため 
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海老名市職員の定数条例の一部を改正する条例 

 

 海老名市職員の定数条例（昭和３２年条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表中「５８７」を「６１２」に、「６１」を「６３」に、「１９１」を「１９９ 

」に、「８６０」を「８９５」に改める。 

 

附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第４号 

 

   海老名市立えびな市民活動センター設置条例等の一部改正について 

 

 海老名市立えびな市民活動センター設置条例等の一部を改正する条例を別紙のとお

り定める。 

 

 

  令和５年２月２４日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 公共施設附帯駐車場の利用料金について上限を定めたいため 
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   海老名市立えびな市民活動センター設置条例等の一部を改正する条例 

 

 （海老名市立えびな市民活動センター設置条例の一部改正） 

第１条 海老名市立えびな市民活動センター設置条例（平成２４年条例第４０号）の

一部を次のように改正する。 

       「 

利用の単位 料金 

当初１時間以内     0 

当初１時間を超えた後の１時間までごとに    200 

１回につき   2,000 

                                  」 

 「 

利用の単位 利用の単位当たりの利用料金 

当初１時間以内              0 

当初１時間を超えた後の１時間まで 

ごとに 

            200 

１回につき            2,000 

                                  」 

同表備考中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 普通車の入場日における第１６条第２項ただし書に規定する出場させること

ができる時間までの利用料金は、２，０００円を限度として規則で定める額と

する。 

 （海老名市文化会館条例の一部改正） 

第２条 海老名市文化会館条例（平成１７年条例第２８号）の一部を次のように改正

する。 

       「        「       

  別表第２中        を        に改め、同表備考中第２項を第 料金 利用料金 

別表第３中                            を 

                           に改め、 
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              」        」 

３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 普通車の入場日における第１７条第２項ただし書に規定する出場させること

ができる時間までの利用料金は、２，０００円を限度として規則で定める額と

する。 

（海老名市都市公園条例の一部改正） 

第３条 海老名市都市公園条例（平成１７年条例第２７号）の一部を次のように改正

する。 

  別表第３備考中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。 

６ 普通車の入場日における第２５条第２項ただし書に規定する出場させること

ができる時間までの利用料金は、２，０００円を限度として規則で定める額と

する。 

 

附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第５号 

 

   海老名市国民健康保険条例の一部改正について 

 

海老名市国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和５年２月２４日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 健康保険法施行令の改正に伴い、出産育児一時金の支給額を引き上げたいため 
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   海老名市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 海老名市国民健康保険条例（昭和３４年条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 

第４条第１項中「４２０，０００円」を「５００，０００円」に改める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第４条第１項の規定は、この条例の施行の日以後の出産 

に係る出産育児一時金から適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、 

なお従前の例による。 
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議案第６号 

 

   海老名市子ども医療費助成に関する条例の一部改正について 

 

 海老名市子ども医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定め

る。 

 

 

  令和５年２月２４日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

提案理由 

 医療費の高額化及び子育て環境を取り巻く情勢の変化に対応し、医療費の助成の対

象となる子どもの年齢を１８歳までに引き上げたいため 
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   海老名市子ども医療費助成に関する条例の一部を改正する条例  

 

 海老名市子ども医療費助成に関する条例（平成７年条例第２９号）の一部を次のよ 

うに改正する。 

 

 第２条第１項各号列記以外の部分を次のように改める。  

  この条例において「子ども」とは、満１８歳に達した日以後最初の３月３１日ま 

 でにある者であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 

 第２条第２項中「子どもを養育している者」を「保護者」に改める。 

 第３条第１項中「子どもを養育している者で、その養育」を「保護者で、その監護 

」に改め、「行われるもの」の次に「（子どもの婚姻等により当該子どもの保護者が

いない場合にあっては、医療保険各法の規定により医療に関する給付が行われる当該

子ども）」を加える。  

 第４条中「当該法令の規定によって子どもに係る医療保険各法による被保険者（国 

民健康保険法による場合には、世帯主）その他これに準ずる者」を「医療保険各法の

規定により対象者」に改める。 

 第６条中「受けようとする者」を「受けようとする対象者」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年９月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日 

 から施行する。 

 （準備行為） 

２ この条例による改正後の第２条に規定する子どもに係る医療証の交付に必要な準 

 備行為については、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前においても 

 行うことができる。 

 （経過措置） 

14



３ この条例による改正後の第２条第１項各号列記以外の部分の規定及び第３条第１ 

 項の規定は、施行日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前 

 に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 

４ 施行日においてこの条例による改正後の第３条第１項に規定する対象者となる者 

 であって、平成１７年４月２日から平成２０年４月１日までに生まれた子どもに係 

 る施行日から医療証の交付を受ける日までの医療費の助成については、第５条第２ 

 項の規定を適用する。 
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議案第７号 

 

海老名市保育所設置条例及び海老名市特定教育・保育施設及び特定地域 

型保育事業の保育料を定める条例の一部改正について 

 

海老名市保育所設置条例及び海老名市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の保育料を定める条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和５年２月２４日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

下今泉保育園の廃止及び海老名市立保育園における指定管理者制度の廃止をしたい

ため 
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   海老名市保育所設置条例及び海老名市特定教育・保育施設及び特定地域 

型保育事業の保育料を定める条例の一部を改正する条例 

  

（海老名市保育所設置条例の一部改正） 

第１条 海老名市保育所設置条例（昭和４５年条例第３４号）の一部を次のように改

正する。 

  第２条の表海老名市立下今泉保育園の項を削る。 

  第４条から第１８条までを削り、第１９条を第４条とする。 

（海老名市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料を定める条例の一

部改正） 

第２条 海老名市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料を定める条例

（平成２７年条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

  第５条を削り、第６条を第５条とし、第７条を第６条とする。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日（次項において「施行日」という。）前に指定管理者の指定

を受けていた者に係る第１条の規定による改正前の海老名市保育所設置条例（以下

「旧条例」という。）第１３条、第１４条及び第１６条から第１８条までに規定す

る事業報告書を提出しなければならない義務等については、なお従前の例による。

この場合において、旧条例第１８条中「海老名市個人情報保護条例（平成１７年条

例第１３号）」とあるのは「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７

号）」とする。 

３ 施行日前に生じた第２条の規定による改正前の海老名市特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の保育料を定める条例第５条に規定する食材費及び延長保育料
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に係る徴収については、なお従前の例による。 

 （海老名市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例の一部改正） 

４ 海老名市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例（令和４年条例第２４

号）の一部を次のように改正する。 

附則第１６項中第９号を削り、第１０号を第９号とし、第１１号から第１６号ま

でを１号ずつ繰り上げる。 
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議案第８号 

 

   海老名市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基 

準を定める条例及び海老名市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する 

基準を定める条例の一部改正について 

 

 海老名市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例及び海老名市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和５年２月２４日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 国の基準の改正に伴い、懲戒に係る規定を削除し、安全計画の策定、自動車の運行

における乳幼児の所在確認等について定めたいため 
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海老名市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基 

準を定める条例及び海老名市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する 

基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

 （海老名市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部改正） 

第１条 海老名市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例（平成２６年条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

  第２６条を次のように改める。 

 第２６条 削除 

 （海老名市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正 

） 

第２条 海老名市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

  第７条中「第８条第１項」を「次条第１項、第８条の３第２項」に改める。 

  第８条の次に次の２条を加える。 

  （安全計画の策定等） 

 第８条の２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家庭的

保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、職員、利用乳

幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等での生活

その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他家庭的

保育事業所等における安全に関する事項についての計画（以下この条において「 

安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければ

ならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前

項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図            
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られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなけ

ればならない。 

４ 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全 

計画の変更を行うものとする。 

  （自動車を運行する場合の所在の確認） 

 第８条の３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のた 

めの移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼

児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握すること

ができる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車（運転者席及び

これと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座

席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落

としのおそれが少ないと認められるものを除く。）を日常的に運行するときは、 

当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、 

これを用いて前項に定める所在の確認（利用乳幼児の降車の際に限る。）を行わ 

なければならない。 

  第１１条中「設置するときは」の次に「、その行う保育に支障がない場合に限り 

」を加え、ただし書を削る。 

  第１４条を次のように改める。 

 第１４条 削除 

  第１５条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食中毒

の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のため

の訓練を定期的に実施する」に改める。 

 

附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第１条の規定及び第２条中 

海老名市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第１４条の改正 
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規定は、公布の日から施行する。 
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議案第９号 

 

   海老名市学童保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

改正について 

 

海老名市学童保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和５年２月２４日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 国の基準の改正に伴い、安全計画の策定、自動車の運行における利用者の所在確認

等について定めたいため 
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   海老名市学童保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例 

 

 海老名市学童保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例

第２７号）の一部を次のように改正する。 

 

 第７条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第７条の２ 学童保育事業者は、利用者の安全の確保を図るため、事業所ごとに、当

該事業所の設備の安全点検、職員、利用者等に対する事業所外での活動、取組等を

含めた事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及

び訓練その他事業所における安全に関する事項についての計画（以下この条におい

て「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

２ 学童保育事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研

修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 学童保育事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、 

保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。 

４ 学童保育事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の

変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第７条の３ 学童保育事業者は、利用者の事業所外での活動、取組等のための移動そ

の他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利用者の乗車及び降車の際

に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握することができる方法により、利用者

の所在を確認しなければならない。 

 第１３条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 
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第１３条の２ 学童保育事業者は、事業所ごとに、感染症や非常災害の発生時におい

て、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早

期の業務再開を図るための計画（以下この条において「業務継続計画」という。） 

を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 学童保育事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要

な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。 

３ 学童保育事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継

続計画の変更を行うよう努めるものとする。 

第１４条第２項中「必要な措置を講ずる」を「職員に対し、感染症及び食中毒の予

防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練

を定期的に実施する」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （安全計画の策定等に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、この条例による改正後の

第７条の２の規定の適用については、同条第１項中「講じなければ」とあるのは「

講ずるよう努めなければ」と、同条第２項中「実施しなければ」とあるのは「実施

するよう努めなければ」と、同条第３項中「周知しなければ」とあるのは「周知す

るよう努めなければ」とする。 
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議案第１０号 

 

物品の取得について（海老名市中学校給食消耗品及び備品） 

 

海老名市中学校給食消耗品及び備品の取得について、下記のとおり契約を締結する

ため、海老名市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭

和３９年条例第１３号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和５年２月２４日提出 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

記 

 

１ 契約の目的  海老名市中学校給食消耗品及び備品購入 

２ 契約の方法  条件付一般競争入札による契約 

３ 契約金額   一金 １０７，２５０，０００円 

４ 契約の相手方 神奈川県横浜市都筑区池辺町４４９５番地 

株式会社アイホー 横浜営業所 

所長 鈴木 雅弘 

 

 

提案理由 

 議会の議決を得た上、財産を取得したいため 
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参考資料 

海老名市中学校給食消耗品及び備品購入 

 

入札方法     条件付一般競争入札 

開札年月日    令和５年１月１７日 

落札決定日    令和５年１月２０日 

入札回数     １回 

予定価格     113,807,414円（税込み） 

落札金額     107,250,000円（税込み） 

うち消費税相当額  9,750,000円  

落札者      神奈川県横浜市都筑区池辺町４４９５番地 

    株式会社アイホー 横浜営業所 

         所長 鈴木 雅弘          

入札状況                            

業者名 所在地 入札金額（円） 

株式会社アイホー 横浜営業所 
所長 鈴木 雅弘 

神奈川県横浜市都筑区 
池辺町４４９５番地 

 97,500,000 
（107,250,000） 

日本給食設備株式会社 関東事業所 
所長 奥田 均 

神奈川県相模原市緑区 
橋本台一丁目１１番１号 

 97,987,000 
（107,785,700） 

有限会社大洋 
代表取締役 富岡 俊博 

神奈川県横浜市港南区 
下永谷五丁目１０番２号 

 98,150,000 
（107,965,000） 

日本調理機株式会社 横浜営業所 
所長 酒井 健敬 

神奈川県横浜市保土ケ谷区 
上星川二丁目７番５号 

98,600,000 
（108,460,000） 

有限会社座間厨房 
代表取締役 寺崎 利彦 

神奈川県座間市 
小松原一丁目１３番９号 

100,000,000 
（110,000,000） 

新日本厨機株式会社 横浜支店 
支店長 森本 匡 

神奈川県横浜市都筑区 
中川中央一丁目２８番２１号
リブウェル２Ｆ 

100,000,000 
（110,000,000） 

田辺商事株式会社 大和営業所 
所長 浅井 文治 

神奈川県大和市 
深見台四丁目１３番１９号 

100,000,000 
（110,000,000） 

株式会社中西製作所 横浜営業所 
所長 有村 浩久 

神奈川県横浜市都筑区 
茅ケ崎中央５６番５号 
マンテンビル２Ｆ 

辞退 

※入札金額には、消費税相当額を含みません。括弧内の金額は税込金額です。 
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参考資料 

海老名市中学校給食消耗品及び備品購入 

 

１ 契約件名 海老名市中学校給食消耗品及び備品購入 

 

２ 履行場所 海老名市中新田四丁目１２番２号ほか６市立中学校 

 

３ 納入期限 令和６年３月３１日 

 

４ 購入概要 

(１) 消耗品 飯碗、汁碗、大皿、小皿、はし、大カゴ、飯椀カゴ、中カゴ、トレ 

イカゴ、小物カゴ、はしカゴ、パン箱、煮込鍋、鉄揚鍋、いため鍋、

まな板、包丁、キッチンバサミ、芽取器、揚げ網、菜箸等 

 

(２) 備品  保温食缶、洗浄専用カゴ（飯椀・汁椀用、大皿用、小皿用）、移動

台、食材運搬車、運搬車兼配膳台、移動シンク等 
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議案第１１号 

 

市道の路線認定について（市道２７６７号線ほか１路線） 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、別紙の市道の路

線を認定する。 

 

 

  令和５年２月２４日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 議会の議決を経た上、路線を認定したいため 
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図№ 路線名 起点／終点 幅員（m） 延長（m）

本郷字中谷津2900番１地先 4.40

２７６７ ～ ～ 431.59

本郷字中谷津2954番地先 4.40

門沢橋五丁目820番24地先 6.00

２７６８ ～ ～ 27.89

門沢橋五丁目820番30地先 18.01

２

市道の路線認定

１
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参考資料

案 内 図 図№１

35

市道２７６７号線認定
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釜
坂
川

【認定理由】
市道２７６７号線：本郷地区農地耕作条件改善事業に伴う路線の認定のため

県道２２号横浜伊勢原



参考資料

案 内 図 図№2
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市道２７６８号線認定
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門沢橋四丁目

永
池
川 門沢橋五丁目

【認定理由】
市道２７６８号線：開発事業に伴う路線の認定のため



議案第１２号 

 

   海老名市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第

２項の規定により、下記の者を海老名市教育委員会の委員に任命したいので、議会の

同意を求める。 

 

 

  令和５年２月２４日提出 

 

 

 

海老名市長 内 野  優  

 

 

記 

 

住 所  海老名市東柏ケ谷二丁目（以下略） 

氏 名  海 野  望 

生 年  昭和４８年 

 

 

提案理由 

 現委員酒井道子氏の辞職（令和５年３月３１日）に伴い、新たに任命したいため 
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（参 考） 

海 野  望 略歴 

 

 

年月 学歴・職歴 

平成４年３月 高等学校卒業 

平成６年８月から 

現在まで 
民間企業 

平成26年４月 短期大学通信学科卒業 

平成31年４月から 

現在まで 
海老名市立東柏ケ谷小学校ＰＴＡ役員 

令和３年４月から 

令和４年３月まで 
海老名市立東柏ケ谷小学校ＰＴＡ副会長 

令和４年４月から 

現在まで 
海老名市立東柏ケ谷小学校ＰＴＡ会長 

令和４年４月から 

現在まで 
海老名市立東柏ケ谷小学校学校運営協議会委員 

令和４年４月から 

現在まで 
海老名市立東柏ケ谷小学校学校応援団運営委員会委員 

令和４年４月から 

現在まで 
海老名市柏ケ谷中学校区青少年健全育成連絡協議会委員 

令和４年４月から 

現在まで 
海老名市学校保健会委員 
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議案第１３号 

 

   人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

 人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、下記の

者を人権擁護委員として推薦したいので、議会の意見を求める。 

 

 

  令和５年２月２４日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

記 

 

住 所  海老名市中新田一丁目（以下略） 

氏 名  竹 本 明 生 

生 年  昭和４１年 

 

 

 

提案理由 

 現委員竹本明生氏の任期満了（令和５年６月３０日）に伴い、再推薦したいため 
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（参 考） 

竹 本 明 生 略歴 

 

 

年月 学歴・職歴 

平成２年３月 大学仏教学部卒業 

平成８年10月から 

現在まで 
宗教法人海源寺住職 

平成26年７月から 

現在まで 
人権擁護委員 

平成29年４月から 

現在まで 
海老名市社会福祉協議会評議員 
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議案第１４号 

 

   人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

 人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、下記の

者を人権擁護委員として推薦したいので、議会の意見を求める。 

 

 

  令和５年２月２４日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

記 

 

住 所  海老名市大谷北二丁目（以下略） 

氏 名  今別府 淳 子 

生 年  昭和２９年 

 

 

 

提案理由 

 現委員今別府淳子氏の任期満了（令和５年６月３０日）に伴い、再推薦したいため 
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（参 考） 

今別府 淳 子 略歴 

 

年月 学歴・職歴 

昭和52年３月 大学文学部卒業 

平成元年４月から 

平成４年３月まで 
海老名市立勝瀬保育園職員 

平成14年４月から 

現在まで 
海老名市青少年指導員 

平成18年６月から 

現在まで 
海老名市違反屋外広告物除却協力員 

平成20年２月から 

現在まで 
あそびっこクラブパートナー 

平成22年４月から 

平成28年３月まで 
海老名市青少年指導員連絡協議会副会長 

平成23年４月から 

平成27年３月まで 
海老名市総合計画審議会委員 

平成26年４月から 

平成30年３月まで 
海老名市学校・地域ネットワークづくり運営委員 

平成28年４月から 

現在まで 
海老名市青少年指導員連絡協議会幹事 

平成29年７月から 

現在まで 
人権擁護委員 

平成30年４月から 

現在まで 
海老名市男女共同参画協議会委員 
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議案第１５号 

 

   人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

 人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、下記の

者を人権擁護委員として推薦したいので、議会の意見を求める。 

 

 

  令和５年２月２４日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

記 

 

住 所  海老名市杉久保北二丁目（以下略） 

氏 名  藤 吉 ひとみ 

生 年  昭和３３年 

 

 

 

提案理由 

 現委員藤吉ひとみ氏の任期満了（令和５年６月３０日）に伴い、再推薦したいため 
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（参 考） 

藤 吉 ひとみ 略歴 

 

年月 学歴・職歴 

昭和56年３月 大学人文学部卒業 

昭和56年４月から 

昭和57年３月まで 
大和市立下和田小学校教諭（臨時的任用教員） 

昭和57年４月から 

平成４年３月まで 
海老名市立海老名小学校教諭 

平成４年４月から 

平成12年３月まで 
海老名市立今泉小学校教諭 

平成12年４月から 

平成20年３月まで 
海老名市立有馬小学校教諭 

平成20年４月から 

平成21年３月まで 
海老名市教育委員会学校教育課指導主事 

平成21年４月から 

平成22年３月まで 
海老名市教育委員会学校支援課指導主事 

平成22年４月から 

平成25年３月まで 
海老名市立有鹿小学校教頭 

平成25年４月から 

平成26年３月まで 
海老名市立杉本小学校教頭 

平成26年４月から 

平成31年３月まで 
海老名市立杉本小学校校長 

平成31年４月から 

現在まで 
海老名市教育委員会教育支援課教育専門指導員 

令和２年７月から 

現在まで 
人権擁護委員 
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令和４年度海老名市一般会計補正予算（別冊） 

 

議案第１６号 令和４年度海老名市一般会計補正予算（第１４号） 

 

 

令和５年度海老名市一般会計等予算（別冊） 

 

議案第１７号 令和５年度海老名市一般会計予算 

議案第１８号 令和５年度海老名市国民健康保険事業特別会計予算 

議案第１９号 令和５年度海老名市介護保険事業特別会計予算 

議案第２０号 令和５年度海老名市後期高齢者医療事業特別会計予算 

議案第２１号 令和５年度海老名市公共用地先行取得事業特別会計予算 

議案第２２号 令和５年度海老名市公共下水道事業会計予算 
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令和５年第１回海老名市議会定例会会期日程（案） 

会期３４日間 

月 日 曜日 種 別 内      容 開 議 時 刻 

２月２４日 金 本会議 開会、諸報告、議案審議、委員会付託 午前９時３０分 

３月２日 木 本会議 議案審議、委員会付託 午前９時 

３月７日 火 委員会 
総務常任委員会 

予算決算常任委員会総務分科会 
同 

３月９日 木 委員会 
文教社会常任委員会 

予算決算常任委員会文教社会分科会 
同 

３月１０日 金 委員会 
経済建設常任委員会 

予算決算常任委員会経済建設分科会 
同 

３月１３日 月 本会議 市政に関する一般質問 同 

３月１４日 火 本会議 市政に関する一般質問 同 

３月１５日 水 本会議 市政に関する一般質問 同 

３月２０日 月 委員会 予算決算常任委員会総務分科会 同 

３月２２日 水 委員会 予算決算常任委員会文教社会分科会 同 

３月２３日 木 委員会 予算決算常任委員会経済建設分科会 同 

３月２７日 月 委員会 予算決算常任委員会 同 

３月２９日 水 本会議 委員会報告、議案審議、閉会 午前９時３０分 


